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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面から裏面へ通じる開口を有し、筐体の一部を構成する構成部材と、
　前記開口を塞ぐよう前記構成部材の前記表面側に固定され、音響を通過させるための貫
通孔を有する金属板と、
　前記開口に設置され、前記貫通孔からの音響を受ける又は前記貫通孔へ音響を放出する
前面が前記金属板と対向するように配置された音響素子と、
　を備え、前記音響素子は、少なくともその一部が前記構成部材の開口に収容されている
、
電子機器。
【請求項２】
　前記構成部材の表面と前記金属板の裏面との間に、中央に開口を有する粘着部材が介在
し、該粘着部材によって、前記構成部材の表面に前記金属板の裏面の外周部が固定される
と共に、該金属板の裏面の内周部に前記音響素子の前面の外周部が固定されている請求項
１に記載の電子機器。
【請求項３】
　前記金属板は磁性材料から形成されている請求項１又は請求項２に記載の電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、電気信号を音響に変換し或いは音響を電気信号に変換する音響素子を内蔵し
た電子機器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に携帯電話機においては、本体にスピーカを内蔵して、着信時に該スピーカを鳴動
させることにより、ユーザに着信を報知することが行なわれており、この様な携帯電話機
において、スピーカを本体に固定するための構造が種々提案されている(例えば特許文献
１)。
【０００３】
　具体的には、本体を構成する合成樹脂製のシャーシに、音響を通過させる貫通孔が開設
されると共に、該シャーシの裏面にスピーカがその放音面を前記貫通孔へ向けて貼着固定
されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－２２７８３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来の携帯電話機においては、本体を構成する合成樹脂製のシャーシの
裏面にスピーカが固定されているため、スピーカの厚さと樹脂製のシャーシの厚さとが加
算されて、本体の厚さを決定づけることとなる。
　スピーカは、その構造や出力に応じて厚さが決まるため、薄型化には制限がある。又、
スピーカが貼着固定されているシャーシが、外力に作用によって大きく変形すると、スピ
ーカがシャーシから剥がれ落ちる虞があるため、必要な強度を発揮させるべく、シャーシ
には例えば０.８ｍｍ程度の最低限の厚さが必要である。
【０００６】
　この結果、従来の携帯電話機においては、スピーカが内蔵されている本体部分の厚さが
ネックとなって、薄型化を図ることが出来ない問題があった。
　そこで本発明は、スピーカ等の音響素子を内蔵した電子機器の薄型化を図ることを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る電子機器においては、本体(１)に電気信号を音響に変換し或いは音響を電
気信号に変換する音響素子が内蔵されている。
　ここで、本体(１)を構成する合成樹脂製のシャーシ(５)には、該シャーシ(５)の裏面か
ら表面へ貫通する開口(52)が形成され、該シャーシ(５)の表面には該開口(52)を塞ぐ様に
金属板(８)が固定され、該金属板(８)の中央部には音響を通過させる貫通孔(81)が開設さ
れている。
　そして、該シャーシ(５)の開口(52)には、前記音響素子がその前面を前記金属板(８)の
貫通孔(81)へ向けた姿勢で設置されて、該音響素子は、その前面の外周部にて金属板(８)
の裏面に固定されている。
【０００８】
　上記本発明の電子機器によれば、音響素子が内蔵されている本体部分の厚さは、音響素
子自体の厚さと、音響素子が固定されている金属板(８)の厚さの合計値によって決まり、
合成樹脂製のシャーシ(５)の厚さは無関係となる。
　従って、合成樹脂製のシャーシ(５)の裏面に音響素子が固定されていた従来の電子機器
と比較して、金属板(８)の厚さと合成樹脂製のシャーシ(５)の厚さの差分だけ、本体の薄
型化を図ることが出来る。
【０００９】
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　具体的態様において、前記シャーシ(５)の表面と前記金属板(８)の裏面との間に、中央
開口(91)を有する両面粘着テープ(９)が介在し、該両面粘着テープ(９)によって、前記シ
ャーシ(５)の表面に前記金属板(８)の裏面の外周部が固定されると共に、該金属板(８)の
裏面の内周部に前記音響素子の前面の外周部が固定されている。
　該具体的態様によれば、１枚の両面粘着テープ(９)により、シャーシ(５)に対して金属
板(８)と音響素子の両方を固定することが出来る。
【００１０】
　又、他の具体的態様によれば、前記金属板(８)は磁性材料から形成されている。
　該具体的態様によれば、音響素子から前方へ放出される漏洩磁束が金属板(８)によって
吸収されるため、漏洩磁束が外部機器に及ぼす悪影響を抑制することが出来る。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明に係る音響素子を内蔵した電子機器によれば、従来よりも薄型化を図ることが出
来る。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、本発明の一実施形態である携帯電話機の表面を示す斜視図である。
【図２】図２は、該携帯電話機の背面を示す斜視図である。
【図３】図３は、該携帯電話機の分解斜視図である。
【図４】図４は、背面側本体部分の表面を示す斜視図である。
【図５】図５は、背面側本体部分の裏面を示す斜視図である。
【図６】図６は、背面側本体部分が背面側カバーパネルによって覆われている状態を示す
斜視図である。
【図７】図７は、図６のＡ－Ａ線に沿う拡大断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明を携帯電話機に実施した形態につき、図面に沿って具体的に説明する。
　本発明の一実施形態である携帯電話機は、図１及び図２に示す如く、着信報知用のスピ
ーカ(７)を内蔵する本体(１)と、該本体(１)の前面及び背面を覆う前面側カバーパネル(
２)及び背面側カバーパネル(３)とを具え、前面側カバーパネル(２)からはスクリーン(10
)が露出し、背面側カバーパネル(３)からは撮影レンズ(４)が露出している。又、背面側
カバーパネル(３)は脱着可能な電池蓋(30)を具えている。
【００１４】
　本体(１)は、図３に示す如く、互いに接合固定される合成樹脂製の背面側本体シャーシ
(５)と前面側本体シャーシ(６)とを具えている。
　背面側本体シャーシ(５)には、バッテリー(11)の収容室を包囲する周壁(51)が形成され
ると共に、スピーカ(７)が設置されるべき開口(52)が、背面側本体シャーシ(５)の裏面か
ら表面へ貫通して形成され、該開口(52)の側部には、撮影レンズ(４)が配備されている。
【００１５】
　一方、前面側本体シャーシ(６)の裏面には、回路基板(61)が配備されると共に、背面側
本体シャーシ(５)の撮影レンズ(４)へ向けてカメラ(62)が配備されている。
　又、背面側カバーパネル(３)には、撮影レンズ(４)を露出させるための窓(31)が開設さ
れると共に、スピーカ(７)の前面に設けられた放音面(71)からの音響を放出させるための
２つの放音孔(32)(32)が開設されている。
【００１６】
　背面側本体シャーシ(５)の表面には、開口(52)を包囲して設置面(53)が形成されており
、該設置面(53)に、２つの貫通孔(81)(81)を有するステンレス鋼(ＳＵＳ３０４)製の金属
板(８)が設置されている。そして、背面側本体シャーシ(５)の表面と金属板(８)の裏面と
の間に、中央開口(91)を有する両面粘着テープ(９)が介在し、該両面粘着テープ(９)によ
って、背面側本体シャーシ(５)の設置面(53)に金属板(８)の裏面の外周部が固定されてい
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る。
　又、該両面粘着テープ(９)によって、金属板(８)の裏面の内周部にスピーカ(７)の放音
面(71)を包囲する前面外周領域が固定されている。
【００１７】
　この様にして、図４及び図５に示す如く、背面側本体シャーシ(５)に対して金属板(８)
とスピーカ(７)が固定されることになる。
　この状態で、図６及び図７に示す如く、スピーカ(７)は、その略全体が背面側本体シャ
ーシ(５)の開口(52)に収容され、放音面(71)から発せされる音響は、両面粘着テープ(９)
の中央開口(91)、金属板(８)の貫通孔(81)(81)、及び背面側カバーパネル(３)の放音孔(3
2)(32)を通過して、外部に放出されることになる。
【００１８】
　上記携帯電話機によれば、図７に示す如く、背面側本体シャーシ(５)に開口(52)が形成
され、該開口(52)を塞ぐ様に設置された金属板(８)にスピーカ(７)が固定されているため
、従来の如く背面側本体シャーシにスピーカが固定された構造と比較して、金属板(８)の
厚さＴ(例えば０.３ｍｍ)と背面側本体シャーシ(５)の厚さ(例えば０.８ｍｍ)との差分だ
け、薄型化を図ることが出来る。
【００１９】
　又、前面側カバーパネル(２)の放音孔(32)(32)の周囲が強い力で押圧されたとしても、
この力は金属板(８)によって受け止められ、金属板(８)は殆ど変形しないので、スピーカ
(７)が損傷したり、金属板(８)からスピーカ(７)が剥がれ落ちることはない。
【００２０】
　又、両面粘着テープ(９)が防水パッキンとして機能するため、背面側カバーパネル(３)
の放音孔(32)(32)から背面側本体シャーシ(５)の開口(52)を経て本体(１)の内部へ水が浸
入することが防止される。
【００２１】
　更に又、金属板(８)の材質として、ＳＵＳ４３０等の磁性金属を採用した場合、スピー
カ(７)から前方へ放出される漏洩磁束が該金属板(８)によって吸収されるため、漏洩磁束
が外部機器に及ぼす悪影響を抑制することが出来る。
 
【００２２】
　尚、本発明の各部構成は上記実施の形態に限らず、特許請求の範囲に記載の技術的範囲
内で種々の変形が可能である。例えば、電気信号を音響に変換するスピーカに限らず、音
響を電気信号に変換するマイクロフォンの取り付け構造に本発明を実施することも可能で
あり、これによって上述のスピーカ(７)の取り付け構造と同様の効果を得ることが出来る
。
　又、本発明は、携帯電話機に限らず、電気信号を音響に変換し或いは音響を電気信号に
変換する音響素子を内蔵した種々の電子機器に実施することが可能である。
【符号の説明】
【００２３】
(１)　本体
(２)　前面側カバーパネル
(３)　背面側カバーパネル
(32)　放音孔
(５)　背面側本体シャーシ
(52)　開口
(６)　前面側本体シャーシ
(７)　スピーカ
(71)　放音面
(８)　金属板
(81)　貫通孔
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(９)　両面粘着テープ

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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